
小泉龍司法務大臣殿 

陳 情 書 

～殺人事件の民事損害賠償判決に対する「代執行制度」の確立について～ 

 

 『その瞬間（とき）の、“驚愕”と“失われていく意識”の中で、何を脳裏に

刻んで絶命したのだろうか』私たち殺人事件の被害者遺族は、その瞬間を思い

出すたびに胸が締め付けられます。 

 私たちは事件後、絶望の極みを経験しました。その私たちを「殺人事件被害者

遺族の会・宙の会」結成へと導いたものは、人の生命を奪った者が、時が来れば

何らの制裁を受けないという、不条理が法律によって定められていたことへの

素直な疑問でした。 

 その思いを共有する私たちは、平成 21 年２月 28 日「宙の会」を結成致しま

した。結成後の流れは、法務省の時効制度に関する取組み及び自民党政権下の

森英介法務大臣の「勉強会」発表等、そして政権交代後の千葉景子法務大臣等の

取組みの中で、まさに一気呵成に公訴時効制度廃止法案が成立致しました。そ

の背景には、国民の安全・安心を願う強い思いが、大きく後押ししたと確信をし

ております。 

 

 私たちの願いは、私たちの事件を教訓に、一人一人が生命の大切さを考え、生

命を尊ぶ秩序ある社会の実現にあります。その為には、政策として、生命の尊厳

を理念とする学校教育を充実して頂きたいと願います。一方、生命の尊厳を奪

う実行行為に対しては、刑事法と民事法の両輪にわたる償うことへの制度を確

立して頂きたいと存じます。刑事法においては、平成 22 年 4 月 27 日、公訴時

効制度が廃止となり、刑事法における償いの制度は確立致しました。しかし、民

事法においては、未だ加害者に対する償いの制度は実効性のない法制度になっ

ている現況にあります。 

 

 今後「宙の会」は、殺人事件における民事損害賠償判決に対する「代執行制

度」の確立について、あらゆる機会をとらえて訴えていく所存です。令和３年の

統計では、殺人事件は減少傾向とはいえ、８７４件発生しており、単純計算で

は、一日２.３９件の発生となっております。 

ここに、被害者の無念そして事件後苦悩し続けている私たち遺族の思いを、

国会及び関係機関においてもよくよく斟酌していただき、生命の尊厳に対する

政策の実現にご尽力賜りますよう衷心からお願い申し上げます。 

 

令和５年１０月１８日 

   

殺人事件被害者遺族の会・宙の会  

会長 小林賢二 代表幹事 高羽 悟 他２０事件被害者遺族一同 



小泉龍司法務大臣殿 

 

「殺人事件被害者遺族の会：宙の会」から『陳情書』提出致します。 

 

宙の会として、これまで江田五月法務大臣以降 10名の法務大臣宛添付の「陳情

書」を提出しております。 

 

前任の斎藤健法務大臣から郵送による提出とさせて頂きました。 

それ以前は、大臣官房秘書課と、大臣との面談による提出希望から日程調整を図

ってまいりましたが、国家枢要の重職：法務大臣職の方が逮捕等によるあるまじ

き更迭人事等を踏まえて、当分の間は、真摯に被害者心情を斟酌して頂ける「時

の政権及び時の法務大臣」環境到来の感触得られるまで、郵送の形と致しました。 

 

今度こそは、これからはという思いで、かけがえのない命を奪われた遺族への琴

線に触れる法務大臣就任を心から願っております。 

小泉法務大臣のご経歴及び就任会見報道等から、必ずやご期待に応えて頂ける

御方と被害者遺族一同ご期待をしております。ご配意よろしくお願い致します。 

 

本件郵送提出と共に、経緯については宙の会 HP（下記 QRコード）に掲載して、

国民に開示のうえ、粛々と可能な限りの活動を推進致します。 

 

 

連絡先 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3丁目 1－1 大雅ビル７F 

 殺人事件被害者遺族の会：宙の会 

メール：soranokai.tokyo@gmail.com HP:http://jikou74.com 

（文責：事務局特別参与 土田 猛） 

QRコード  
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